
教員免許状有効性確認フローチャート 
 

確認対象者氏名：               

 

１ 現在所持している免許状について、該当する選択肢の□に✔をつけて下さい。 

 □以下のいずれかに該当 …教員免許状（写し）のみ提出 

・令和４(2022)年７月１日以降に免許状を取得した。 

  ・生年月日が昭和 30(1955)年４月１日以前である。（栄養教諭普通免許状を有する者を除く。） 

 □上記２項目の該当なし →下記フローチャートの該当する選択肢に〇をつけて下さい。 

 

２ 免許状有効性確認フローチャート ※旧免許状所持者は、免許状上に記載がない場合でも更新期限があります(別表参照) 

 

           更新期限は令和４年７月１日以降ですか？※ 

はい いいえ 

初めて免許状を取得したのは平成 21 年４月１日以降ですか？ 

はい 
（新免許状所持者） 

いいえ 
（旧免許状所持者）※ 

更新期限（修了確認期限）の日時点で、 

更新講習を受講する義務のある職に就いていましたか？ 

はい いいえ 

有効です…① 

 

＜提出するもの＞ 

・教員免許状（写し） 

・更新講習修了確認証（写し） 

（修了確認期限延長証明書

か免許状更新講習免除証明

書も可） 

失効しています（勤務不可）…② 

再授与申請を行い、授与されるまでは勤

務ができません。 

有効です…③ 
※更新制度がなくなったことに伴って、免許

状の有効性が自動的に回復しました。 

 

＜提出するもの＞ 

・教員免許状（写し） 

・教員免許状有効性確認書 

（次頁） 



教員免許状有効性確認書 

 

 
令和４年５月 18 日公布「教育職員免許法」の改正に伴い、施行の際（令和４年７月

１日）、現に有効な免許状については、休眠状態（旧免許状（平成 21年３月 31 日以前

に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状をいう。以下同じ。）の所持者であ

って現職教員でない者が修了確認期限を超過したことにより当該免許状を用いること

ができない状態をいう。以下同じ。）のものも含め、何らの手続なく、引き続き教育職

員になることのできる免許状として活用可能となる。 

保有する旧免許状が令和４年７月１日時点で休眠状態であり、現在は有効であること

が確認できた場合、以下の確認欄に署名すること。 

 

 

 

 免許状更新期限 平成・令和     年     月     日 

 

 更新期限時点で従事していた職（1～3に〇をつけてください） 
 

1 教員（要免許状）  
(1)正規教員 (2)臨時的任用教員 (3)非常勤教員 (4)講師等 (5)校長 (6)園長 

2 教員以外 具体的な職務名：                   

3 職に就いていない 

 
   ※旧免許状所持者が更新講習修了確認期限時点で更新講習の受講義務がある職に就いて

いた場合、教員免許状は「失効」状態となる。 

    その際は、免許状が授与された都道府県教育委員会に再授与申請を行い、授与されるま 

で教員としての勤務は行えない。 

 

 

 

  署名日  令和     年     月     日 

  氏名（自署） 

 

 

フローチャート③該当者のみ記入 


